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武力攻撃事態等における安否情報のあり方に関する 
検討会報告書（概要） 

 
 
１ 法制度の基本的な考え方 
○ 国民保護法の安否情報関係の立法趣旨は「家族がその近親者の

運命を知る権利」（ジュネーヴ条約）を満たすことである。 
○ そのため、「照会」に対する「回答」の制度が創設（個人情報保

護法の特別法）された。 
○ その際、「個人の情報の保護に十分留意」（９５条）が必要とさ

れている。 
○ 「公表」は、個人情報保護法や条例に基づき、各団体の個別の

判断が必要である。 
○ 個人情報保護法令は個人情報を有効に活用しながら必要な保護

を図ることを目的としており、個人情報の有用性を理解し、必

要な保護を図りつつ、国民一人ひとりの利益となるような安否

情報事務の運用を行うことに留意する必要がある。 
 
２ 民間との適切な役割分担 
○ 行政側は、①避難・救援の活動が優先し、②マンパワーの限界

があるほか、③回答開始まで時間を要するため、民間事業者や

警察・病院等の既存の安否提供システムとの協働が不可欠であ

る。 
○ 特に、「安」情報（避難住民等の情報）は、携帯電話での連絡や

民間事業者（NTT、NHK 等）が中心的役割を担う。 
○ 「否」情報（負傷者や死者の情報）は、従来、警察や病院が対

応してきた。 
○ このように、従来、民間事業者や警察、医療機関、地方公共団

体等は、安否情報の提供について、それぞれのメディアを活用

し、重要な役割を広く果たしてきた。 
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○ 国民保護法の安否回答事務は、従来の情報提供（警察、病院、

民間サービス）に加えて、「家族の知る権利」という立法趣旨を

満たすため、より手厚く、＋αの措置として、既存スキームか

ら漏れた者等の安否回答を可能とする仕組みと位置付けること

が適当である。 
 
３ 安否情報システム（別添イメージ図） 
○ 入力、情報整理及び共有を全国の地方団体間で可能にする効率

的な安否情報システムを開発・整備し、１９年度より運用を開

始する予定となっている。 
○ 全国統一の情報を全地方団体で共有することにより、国民が全

国どの地方団体にも安否情報の照会を可能なものとする。 
○ 情報セキュリティ対策を万全に講じる。 

 
４ 関係機関の協力等 
○ 避難住民は避難施設、負傷者は病院、死者は警察からの積極的

な情報収集・協力が必要であり、事前に各地域で協議し、具体

的方法を決めておくことが適当である。 
○ 入力等に際しては、企業や避難住民、ボランティア、NPO 等に

よる協力を、契約締結等により個人情報保護に配慮しつつ、積

極的に活用すべきである。その際、事前に協力者を登録してお

くことが適当である。 
○ 応援協定や要請等を活用し、近隣の地方団体からの職員派遣を

積極的に活用すべきである。 
 
５ 回答方法 
○ 行政が保有する情報であるかどうかのみについては、本人確認

を要せず、インターネットによる氏名等での検索（照会）を可

能とする。 
○ 一般的な照会は、照会者の本人確認を実施（原則は窓口で実施）

することとする。 
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○ 照会者が被照会者の親族・知人の場合（書面により形式確認）、

被照会者が積極的に不同意の場合を除き、回答を行う。また、

被照会者が意識不明者等の場合、公益上の必要性等を踏まえ、

原則として回答を行う。 
○ 照会者が親族・知人以外の場合、原則として、被照会者が回答

に同意する場合において、回答を行う。 
○ なお、公表を希望する者の情報は、ホームページや報道提供に

より広く国民に情報提供すべきである。 
 
６ 外国人等に係る回答 
○ 国民保護法に基づき、外国人に係る照会は、日本赤十字社が、

安否情報システムにより共有した情報により回答を行う。地方

公共団体がこれを補完することも可能とする。 
○ 国内の外国人からの照会は、窓口における本人確認を実施した

上で回答する。 
○ 在外邦人が照会する場合は、原則として、電話・メール・ＦＡ

Ｘ等により照会及び回答を行う。 
 
７ 対外的公表 
○ 対外的公表について、回答主体の各地方団体等の個別の条例解

釈が必要である。 
○ 一方、統一的な運用の必要性も大きいため、その方策が今後の

課題となる。 
○ その際、極めて大規模な武力攻撃災害が発生し、今回の前提と

した既存システムが機能せず、当該制度趣旨が果たされなくな

っている場合や、意識不明で身元の確認できない患者で、当該

安否情報を公表することにより家族等がより早く患者を捜しあ

てることが可能になると判断できる場合、等においては、公表

の必要性が高い。 
○ 公表主体は、安否情報システム導入前と同様、原則として、情

報収集（入力）市町村及びその都道府県、国のみが可能とすべ
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きである。 
○ 今回の国民保護法に基づく安否情報の回答事務については、警

察、病院、民間サービス等による従来の情報提供の仕組みに制

限を加える趣旨ではないことに留意が必要である。 
 
８ その他 
○ マニュアル作成、研修会、訓練等により、全地方団体職員に具

体的な運用の定着を図ることが重要である。 
○ システムの有効性を踏まえ、自然災害や事故等において安否情

報システムを活用することについても十分検討される必要があ

る。また、全地方団体による情報共有や回答方式については、

応援協定の締結等がなされれば可能と考えられる。 
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武力攻撃事態等における安否情報の 
あり方に関する検討会報告書 

 
 
１ 検討会の背景 
（１）武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律（以下「国

民保護法」という）が平成１６年９月に施行された。 
（２）また、１９４９年８月１２日のジュネーヴ諸条約の国際的な武力紛争の

犠牲者の保護に関する追加議定書（議定書Ⅰ）（以下「ジュネーヴ条約」

という）第３２条及び第３３条においては、「家族がその近親者の運命を

知る権利」に基づき、行方不明であると報告された者の捜索が紛争当事

者に義務づけられ、その情報伝達が紛争当事者及び各国赤十字社に義務

づけられている。 
（３）同条約の規定を踏まえ、国民保護法においては、第９４条から第９６条

までにおいて、市町村長及び都道府県知事による安否情報の収集、整理

及び総務大臣への報告と、総務大臣及び地方公共団体の長による安否情

報の照会に対する回答等が義務づけられた。 
（４）自然災害や事故時においても、被災者の安否情報に対する国民のニーズ

は大変大きいものがあったが、国民保護法において初めて、法律上の安

否情報の収集・回答についての根拠規定が設けられたこととなる。 
（５）一方、安否情報については、個人情報に該当することから、同法第９５

条第２項において、「個人の情報の保護に十分留意しなければならない」

と規定されている。また、安否情報に係る事務執行については、国民の

生命等を守るための避難、救援等の国民保護措置を実施する中で、実施

する必要があることや、対象情報も膨大な数となることが想定されるこ

とから、「効率的なシステムの検討」が不可欠とされている（国民の保護

に関する基本指針（１７年３月閣議決定。以下「基本指針」という））。 
（６）以上のことから、家族が近親者の運命を知る権利、個人情報の保護、効

率的なシステム等を十分踏まえた国民保護法に基づく安否情報事務の具

体的運用について、本検討会において検討してきたものである。 
  （関連する条約、法令、閣議決定等については別添を参照） 
 
２ 関係法制度についての基本的な考え方 
○ 国民保護法の安否情報の関連規定の立法趣旨は、「家族がその近親者の運命

を知る権利」（ジュネーヴ条約第１追加議定書。「the right of families to 
know the fate of their relatives」）を満たすためのものである。 

○ その目的を達成するため、同法９５条１項において、「照会」に対する「回
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答」の制度が用意された（「公表」とは規定されていない）。このことは、

同２項で「前項の場合において」「個人の情報の保護に十分留意」と規定さ

れていることからも、１項においては「公表」は制度として原則的には予

定されていないと考えられる。 
○ 安否情報の「照会」に対する「回答」については、行政機関個人情報保護

法第８条第１項に規定する「法令に基づく場合」や各地方公共団体の個人

情報保護条例の同様の規定に該当するため、当該事務の具体的な運用は国

民保護法に基づき解釈されることとなる。その際は、上記立法趣旨を踏ま

えるとともに、同法第９５条２項に基づき、「個人の情報の保護に十分留意」

することが必要である。この場合、当該「個人の情報の保護」の解釈基準

として、行政機関個人情報保護法や個人情報保護法律等における解釈や具

体的な運用基準等を拠り所とすべきと考えられる。 
○ 国民保護法第９５条第２項に基づく「個人の情報」とは、行政機関個人情

報保護法や個人情報保護法における「個人情報」の定義規定「生存する個

人に関する情報」と規定ぶりが異なり、情報公開法第５条第１号の「個人

に関する情報」と同様の規定ぶりである。同法の解釈においては、当該「個

人」には、生前に不開示であった情報が、個人が死亡したことをもって開

示されることとなるのは不適当との理由から、生存する個人のほか、死亡

した個人も含まれるとの解釈が取られている。また、地方公共団体の個人

情報保護条例のうち、個人情報保護法等の制定前に制定されたもの等にお

いては、同様の規定ぶりを取っているものも多い。また、近年、死者の個

人情報の開示請求権者を一定の遺族に認める条例規定を設ける団体も増加

してきており、これらの地方公共団体では、保護される個人情報として死

者の個人情報も含める解釈を取っている団体も多い。 
 国民保護法に基づく安否情報については、その対象者は避難住民、負傷

者、死者であり、負傷者が死者に移行するケースも多く、その場合は上記

情報公開法と同様の考え方が当てはまること、条文の規定ぶりも生存する

個人に特定されてはいないこと、等を踏まえれば、第９５条第２項の「個

人の情報」には死者の個人情報も含まれると解することが適当である。 
○ また一方で、個人情報保護法令は個人情報を有効に活用しながら必要な保

護を図ることを目的としており、個人情報の有用性を理解し、必要な保護

を図りつつ、できる限り国民一人ひとりの利益となるような安否情報事務

の運用を行うことに留意する必要がある。 
 
３ 民間事業者等の既存の安否取扱機関との適切な役割分担について 
（１）基本的な考え方 
○ 武力攻撃事態及び緊急対処事態（以下「武力攻撃事態等」という）におけ
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る安否情報事務の具体的な運用を検討するに当たっては、他の国民保護措

置の検討と同様、過去の自然災害や事故時等における運用を十分に参考に

する中で、構築していくことが最も有効と考えられる。  
○ この場合、安否情報の取扱いについては、無事である者に係る情報（「否」

情報以外の情報をいう。以下「「安」情報」という）と、死者及び負傷者（「病

院に入院する者」と定義する）に係る情報（以下「「否」情報」という）に

分けて検討することが有効である。 
○ また、国民保護関係の業務については、避難誘導や救助等の国民の生命等

を守るための事務が安否情報事務に優先されること（基本指針等）、物理的

なマンパワー不足等から、安否情報の関係機関からの収集、入力、回答体

制の構築までには、一般的に最低でも１日近くは要することが多いと想定

される。一方で、安否情報への国民のニーズは、過去の災害時等において

は事態直後が格段に高い状況となっている。従って、特に事態当日の安否

情報については、民間サービス等の従来の仕組みによる提供が特に重要と

なるものと考えられる。 
○ 従来、民間事業者や警察、医療機関、地方公共団体等は、安否情報の提供

について、それぞれのメディアを活用し、重要な役割を広く果たしてきた。

従って、国民保護法に基づく安否情報事務を地方公共団体が実施するに当

たっては、従来有効に機能してきた民間事業者や警察、医療機関等が行う

安否情報の提供の仕組みとの間において、それぞれの特性を踏まえつつ、

適切な役割分担を図り、総合的に国民の安否情報のニーズが満たされるよ

うにしていくことが極めて重要である。また、国民のニーズの高い事態当

日においては、民間サービス等の従来の仕組みでの対応が特に重要となる。 
○ 以上のことから、今回の国民保護法に基づく安否情報事務は、警察、病院

による対応や民間サービス等からによる従来の情報提供・公表に加えて、

「家族の知る権利」という立法趣旨を満たすため、より手厚く、＋αの措

置として、新たに照会に対する回答の仕組みを設けるものと位置付けるこ

とが適当である。従って、今回の安否システムは既存の提供スキームを置

き換えるものでなく、結果としてむしろセーフティネットとして、既存ス

キームから漏れた者等の安否回答を可能とする仕組みと考えるべきである。 
○ 国民保護法に基づく安否情報の対象者は、同法第９４条第１項において「避

難住民及び武力攻撃災害により死亡し又は負傷した住民の安否に関する情

報」と定義されており、これらの者以外の行方不明者や連絡不明者等を対

象としていないことや、連絡不明者等については民間サービスの活用も有

効であることについて、照会先窓口案内やインターネット等において国民

によく周知をしておく必要がある。 
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（２）「安」情報の役割分担 
○ 「安」情報については、避難住民や帰宅困難者等が該当する例が多いと考

えられる。なお、国民保護法における「安」情報の対象者たる「避難住民」

とは、避難施設や収容施設に滞在する避難住民を対象としており、帰宅困

難者や避難施設以外への避難者（自宅内避難を含む）は含まない（同法施

行令第２３条）。 
○ 避難所収容者数については、阪神大震災時は約３０万人、中越地震時は約

１０万人の規模に上っており、それぞれの死者数（６４３４人と５１人）

や負傷者数（約４万人と約５千人）に比し、格段に多く、事務が膨大なも

のとなると推定される。 
○ 従来、以下の例のとおり、多くの民間事業者等が安否情報の提供を行い、

特に「安」情報について重要な役割を広く果たしてきた。これらの情報は

それぞれ一長一短はあるが、総じて、被災者が「安」情報を自ら提供する

ことが各システムの基本となっているため、「安」情報のみが基本的に扱わ

れてきた。 
・ 固定電話を活用したＮＴＴの災害用伝言ダイヤル「１７１」 
・ インターネットを活用したＮＴＴのＷＥＢ「１７１」 
・ 携帯電話を活用したＮＴＴドコモの i-mode 災害用伝言ダイヤル 
・ 情報通信研究機構の IAA システム 
・ テレビやラジオを活用したＮＨＫや民間放送による安否放送 

○ また、「安」情報については、近年、携帯電話やインターネットが広く普及

したことや、電話の輻輳軽減手段の発達により、各個人が携帯電話やイン

ターネット、公衆電話（災害時には災害時優先電話として利用可）、ＮＴＴ

等から割り当てられる特設公衆電話等を活用し、自ら必要な家族等に無事

であることを知らせ得る機会が従来に比し、格段に増えているものと考え

られる。 
○ 地方公共団体の「安」情報対応としては、避難所収容者が生じる災害（地

震、豪雨等）において、市町村が中心となって、避難者名簿に基づき、電

話等の安否照会に対して、各避難所又は市町村役場において回答されてき

たが、応急的・限定的な対応が多い。 
○ 以上のことから、「安」情報については、各個人の自助や各民間事業者等の

安否提供システムを安否確認の基本としつつ、それを補完する形で国民保

護法に基づく「安」情報の照会・回答を位置付けていくべきと考えられる。

この場合、行政側はこの役割分担を踏まえ、国民に対し、民間事業者サー

ビス等の利用の啓発・普及を図っていくことが大変重要である。 
○ 一方で、武力攻撃事態等においては、行政側自身にとって、住民の安否や

所在を確認することは、安否照会への回答だけではなく、住民の避難や救
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援等の多くの国民保護措置を実施する上でも不可欠な情報と言える。特に、

高齢者、障害者、子供等の災害時要援護者については、避難できずに取り

残されている可能性もあることから、残留確認を行う上でも、避難所収容

者の情報を早期に集めることは重要となる。また、避難所の運営に当たっ

ても、通常の災害時と同様に、避難所収容者の人数や要援護者数等を把握

することは、国民保護法上の救援（食品、被服、寝具、医療の提供等）を

行うに当たり必須の情報と言える。なお、当該情報は安否情報の照会・回

答のために収集するものであるが、行政機関個人情報保護法第８条第２項

第２号や類似の条例の規定に該当することから、上記国民保護措置の実施

に当たっても行政内部において活用することは問題はないと解釈される。

また、念のため、情報の収集様式にはその旨明記することが適当である。 
○ 従って、避難所収容者の情報については、安否情報の照会・回答には、民

間サービス等を補完する形で活用するものの、行政側の国民保護措置のニ

ーズとして、必須であることから、可及的速やかに収集に努めることが重

要である。 
 
（３）「否」情報の役割分担 
○ 「否」情報は負傷者（軽傷、中等傷、重傷）及び死者についての情報であ

るが、特に重傷者や死者等については、自力による安否連絡は困難なこと、

民間サービスでも把握が困難なこと等から、「否」情報は上記「安」情報に

比し、家族・知人等からのニーズはより大きいと考えられる。  
○ 従来、自然災害時や事故時の「否」情報については、一般的に、死者・負

傷者については警察、負傷者については病院が中心となって、報道提供、

窓口設置、電話対応、紙の貼り出し等により、情報が提供されてきた。 
○ 例えば、阪神大震災や中越地震の場合は、警察等の発表に基づき、死者（身

元判明分。以下本段落において同様）のみを対象として、名前等が新聞報

道された。また、地下鉄サリン事件の場合は、東京消防庁の調査等に基づ

き死者について、病院の調査等に基づき入院患者について、名前等が新聞

報道された。尼崎列車事故の場合は、警察の発表に基づき、死者のみを対

象として名前等が新聞報道されたほか、羽越線列車事故の場合は、警察等

の発表に基づき、死者及び負傷者の情報について名前等が新聞報道された。

報道期間については災害当日から数日間が多い。 
○ また、国民保護法に基づく「否」情報の収集に当たっては、実効性の観点

から、主として、死者情報は警察より、負傷者情報は医療機関より収集す

ることが最も有効と考えられる。その際、当該関係機関の協力義務につい

ては、国民保護法第９４条第３項、同法施行令第２５条、基本指針等にお

いて規定されているところであり、地方公共団体は、警察や医療機関など
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と連携して収集する体制を整備する必要がある。 
○ この場合、これらの機関からの「否」情報は、避難住民の情報のような直

接被災者自身から収集する１次情報ではなく、間接的に入手する２次情報

となる。従って、当該情報については、入手先の警察及び病院において、

これまでのルールに則り、第１次的に提供がなされることとなるため、地

方公共団体においては、それを補完する形での照会・回答がなされること

が望ましい。 
 
４ 安否情報事務及びシステムの具体的な運用について 
（１）安否情報システム 
○ 消防庁においては、効率的な安否情報システムを１８年度中に国費により

開発・整備し、１９年度より運用開始を目指すこととしている。当該シス

テムのイメージは別添のとおりであり、都道府県及び市町村の庁舎、支所、

出張所、避難施設、警察、病院等から消防庁に設置されたサーバーに、直

接、情報を入力することを可能とする。 
○ 各地方公共団体はそれぞれの専用領域を消防庁サーバー内に有し、当該団

体の区域内の関係機関からの入力情報は当該団体の情報とし、当該団体の

職員が、内容を確認した上で、報告キーを押して初めて、消防庁への報告

がなされる仕組みとする。 
○ 全国の関係地方公共団体より消防庁に報告された後は、重複整理が施され

た後に、全国統一の情報として、全都道府県及び市町村に共有される。 
○ 国民からの安否照会は、被災地のみならず、消防庁及び全地方公共団体に

おいても行うこととする。この場合、遠隔地の家族・知人等から被災地へ

の安否確認の電話、訪問等をある程度軽減できると考えられることから、

従来災害実務上、安否情報に関連して問題となっていた電話輻輳等につい

て一定程度の軽減が図られることが期待され、また、被災地の住民が安否

確認をする際にも、混乱している被災地地方公共団体ではなく、近隣の被

災地外の地方公共団体に照会することにより、迅速に回答が得られる等の

効果が期待される。 
○ この方式については、全都道府県や抽出市町村の意向を確認したところ、

殆どの団体において、災害時の相互扶助の観点から当該事務の協力は差し

支えないとの回答を得ている。また、国民保護法上も、第９５条において

回答主体は「地方公共団体の長」と規定されており、②同法施行令第２６

条第２項においても安否情報を「保有している場合」に回答が必要なこと

から、法令に規定する当該地方公共団体の事務として、各団体が回答する

ことは問題ないと解釈される。 
○ この場合において、被災地以外の地方公共団体における回答事務（窓口や
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電話等）については、通常業務時間における対応を基本とする。なお、必

要に応じ、個別の団体の判断により、夜間・休日等における対応措置を講

じることは構わないこととする。 
○ 以上の入力や共有に当たっては、情報漏洩がないよう、別添のとおり、フ

ァイア・ウォールの設置、仮想専用回線の使用、アクセス権限の限定使用、

アクセス可能な端末機器の盗難防止、担当者の十分な研修、事態時の常時

監視、マニュアルの事前配布、等、万全のセキュリティ対策を講じること

が極めて重要である。 
○ なお、本システムは初めての仕組みであることから、上記を基本としつつ

も、訓練や実際の運用等も踏まえ、必要があれば柔軟にシステム内容を見

直すことが必要である。 
 

（２）関係機関からの収集等 
○ 避難住民の情報については、一元化、効率性、実効性の観点から、避難所

において収容者の情報収集を行うことを原則とする。避難所においては、

収容者に別添１の様式を配布し、本人又は家族等が記入した上で、様式を

回収し、回収した様式をパソコンにより上記安否システムのサーバーに直

接入力することとなる。 
○ この場合、マンパワー不足を補完するため、様式の配布については、極力、

避難住民自らが実施することが適当である。また、様式を回収する者につ

いては、個人情報保護との関係から、下記（３）の入力と同様、公務員が

実施することに加え、守秘義務を宣誓させた委託業者や避難住民による協

力等を積極的に活用すべきである。 
○ 負傷者や死者については、国民保護法令等に基づき、別添１及び別添２の

様式に従い、主に病院や警察から情報提供してもらうこととなる。その際、

情報提供に当たっては、迅速性やマンパワー等の観点から、差し支えない

範囲で、警察や病院関係者が直接入力することの協力を事前に求めていく

ことが適当である。この点を含め、各都道府県や市町村においては、収集

様式、その際の留意点、入力者、入力端末、入力アクセス権限の管理、入

力以外の情報提供方策、情報提供頻度、情報提供連絡先、安否システム概

要、等、各地域における具体的な連携方策や業務内容等を、予め、警察や

近隣の病院関係者と協議し、周知していくことが重要である。協議につい

ては、国民保護計画の作成・修正や国民保護協議会、合同会議等の場等も

積極的に活用することが重要である。 
○ 負傷者については、情報の有効性、病院側の負担軽減、重複情報の排除の

観点から、病院に入院する者のみを安否情報の対象とすることで十分と考

えられる。従って、病院においては、トリアージ時の情報ではなく、病院
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搬送後に病院において作成される災害用患者リスト等を活用し、入院患者

の情報について入力等の提供を行うことが適当である。      
○ 情報収集に当たっては、重複整理等に必要なことから、いつ現在（日時、

分）の記入又は収集情報であるかを各様式に明示することとする。当該時

間は、業務量軽減の観点から、様式にのみ記入し、入力・報告時には入力 
時間のみがシステム上自動的に明示されるようにする。 

○ 本名のほかに、通称をもって広く社会で認知されている者が、通称による

安否情報システムへの登録を希望する場合においては、本名の横に括弧書

きで通称であることが分かるように記入し、提出を受け付けることとする。

また、安否情報システムの入力に際しては、本名と通称で２人分の入力を

行うが、システム上、通称についてはその旨分かるようにしておくことが

望ましい。 
 
（３）入力方式 
○ 入力情報は膨大な量になることが想定されるため、優先度の高い情報から

入力していくよう運用を工夫することが望ましい。 
○ 上記３の各情報の特性を踏まえた場合、まずは「否」情報を最も優先して

入力することが重要である。また、入力情報量が膨大で、処理が追いつか

ない場合等には、例えば、氏名、（住所、生年月日）、避難住民又は死傷者

該当性、情報提供に係る同意・不同意のみを先に入力し、最低限度必要な

回答を可能とする情報入力を行った上で、他の情報は事後的に入力する方

式も考えられる。この点は各地方公共団体において、事態に応じて臨機応

変に対応することが必要となるが、予め、シミュレーション等により想定

をしておくことも有効である。    
○ また、下記５（１）①から⑬の情報が全て判明してから入力するのではな

く、当面判明した事項のみを入力し、事後、追加的に判明した事項を入力

する方式も必要となると考えられる。 
○ 避難住民情報の入力については、死傷者に比し膨大な数に及ぶこと、避難

施設は多数に及ぶこと、各避難所の運営自体にも必要な情報であること、

各避難所地区の災害時要援護者等の安否確認のためにも必要な情報である

こと、等を踏まえ、極力、各避難施設において避難住民等の協力を得て入

力が完結されることが望ましい。この場合、当該入力情報は個人情報であ

ることから、個人情報保護条例との関係やセキュリティ対策を検討してお

くことが重要となる。 
○ 個人情報保護条例については、行政機関個人情報保護法第６条第１項及び

第２項と類似の規定に基づき、当該入力者との間において、契約等により

「個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の保有個人情報の適切な
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管理のために必要な措置を講じ」させることが必要となる。従って、情報

入力者が法人である場合には、当該法人と守秘義務契約を結び、セキュリ

ティ対策研修等も実施することを前提に委託することとなる。避難住民の

中から情報入力者を選択する場合は、自治会や自主防災組織の役員等のよ

うに平時より行政側との関係がある者等を選択し、当該入力者に個人情報

の取扱いについての説明を行った上で、守秘義務遵守の宣誓書にサインを

してもらう等の措置を行うことが適当である。その際は、できる限り、事

前に、自治会等の協力を得、各地域において当該手続を済ませておくこと

が望ましい。 
○ また、当該情報入力は安否情報回答に加え、避難住民の共助が不可欠な避

難所運営の一貫でもあることから、そのような地域の共助体制を高める観

点から、平時より、地域の自治会や自主防災組織、ボランティア、ＮＰＯ、

学校ＰＴＡ、避難所施設の利用者団体等において、災害時の業務分担を話

し合い、その一貫として、避難所台帳の管理の延長とも言える安否情報入

力担当者を決めておくなどし、安否情報事務の趣旨や個人情報の取扱いの

周知等を実施しておくことが望ましい。 
○ 一方、そのような事前準備が十分とは言えないケースが生じた場合におい

ても、各避難所において、避難住民の中から適任者を決め、個人情報保護

に関する同様の説明と守秘義務遵守の手続を行った上で、入力委託をする

ことも可能と考えられる。 
○ また、安否情報事務の円滑な実施において、マンパワー不足の中で、膨大

な入力作業をいかに可能とするかは極めて重要な点である。このため、迅

速な入力作業を支援する観点から、別添のイメージ図のとおり、国側が全

国的に派遣可能な大企業数社と予め調整し、派遣登録を行い、訓練や研修

等を通じシステム入力の定着を図り、事態が生じた場合は、概ね１２時間

以内の現地到着を目途に、できるだけ速やかに数十名から百名程度の入力

担当社員を指定された被災地に派遣する仕組みを構築することを検討すべ

きである。この場合、国が事前調整した登録派遣会社と受入れ地方公共団

体が、事前の調整内容に従い、守秘義務等を課した派遣契約を締結し、派

遣されることとなる。当該契約費用は地方公共団体から支弁され、国民保

護法第１６８条第１項に基づき、当該支弁費全額が、事後、国より負担金

として当該地方公共団体に措置されることとなる。これらの派遣社員は、

各市町村役場での入力、各避難所での入力、病院等での入力等が考えられ

るが、上述の趣旨に鑑み、特に優先される安否情報について、マンパワー

不足が特に心配される市町村役場において入力することを基本とし、当該

地方公共団体の判断で配置を検討することとする。この方式については、

事態によっては、交通機関や道路状況が麻痺し、被災地方公共団体に到着
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できない場合や、被災地方公共団体が混乱し、派遣企業社員を受け入れる

体制がとれない場合等も想定される。そのような場合においては、入力箇

所を被災地の近隣の地方公共団体に拠点を設ける等の方策も有効であると

考えられる。 
 
（４）整理・報告・更新 
○ 地方公共団体内の情報について、役場、避難所、警察、病院等より、入力

された情報は当該地方公共団体内の領域のみに保存されており、当該地方

公共団体の担当職員が特段の問題がないことを確認し、報告キーを押すこ

とにより初めて消防庁等に報告されることとなる。この場合、当該地方公

共団体は、重複情報があった場合も、原則として、迅速性を優先して、重

複情報のまま報告（システム上重複情報は色を分ける等により画面上明白

になるようにしておく）し、報告後に、迅速に重複情報の入手先等に確認

し整理を進める等を行うことが適当である。 
○ 更新については、余力がある場合は、内容に変更があった場合、適時適切

に更新することが望ましい。しかし、実際の膨大な業務量の中での運用と

ならざるを得ないことや立法趣旨を踏まえ、安否情報については、避難住

民、負傷者及び死者という各カテゴリーの内において滞在施設（居所）が

変更しない場合は更新を不要とし、避難所を変更した場合や、転院した場

合等のように滞在施設が変更になる場合は更新を行うことを原則とする。

この場合、そもそも各情報の１次収集者・入力者は避難施設や病院等の各

施設毎に決められていることから、滞在施設が変更になれば必然的に更新

情報が新規情報としてシステムに入力されることとなり、その重複整理・

確認を図ることにより、更新がなされることとなる。 
 
（５）回答 
○ 消防庁に報告された情報は、重複整理され（重複情報はその旨明白に分か

る表示）、統一情報が安否情報システムにより全地方公共団体に共有され、

当該情報に基づき、各地方公共団体が下記５の要領にて回答を行うことと

する。 
○ 被災地以外の地方公共団体において照会窓口を設けることにより、被災地

地方公共団体に対する照会件数は減ることが考えられるが、本人確認の電

話やそもそも避難住民の家族の直近の市町村への照会は非常に多いと考え

られるため、近隣の地方公共団体などと安否情報の回答のための職員を派

遣するなどの応援体制についても検討しておく必要がある。 
○ 国や地方公共団体における安否照会の回答（行政保有情報の有無を含む）

等を行う窓口、電話番号、メールアドレス、ホームページ、対応可能時間
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等の情報については、平素から住民への広報・啓発に努めるほか、武力攻

撃事態等においては、報道機関を通じることなどにより広く広報し、国民

に周知することが重要である。特に、情報共有方式により全地方公共団体

においても回答が可能であること（通常勤務時間内）については、そのメ

リットを最大限活かすため、積極的に周知を図る必要がある。 
○ また、回答時の個人情報の漏えいを防ぐため、データベースへのアクセス

権限ルールを整備すること、回答者の要件を明確にすることなど一定のル

ールや情報漏えいが起きないような一定の配慮を行う必要がある。 
 

５ 具体的な回答方法及び基準 
 上記２及び３の基本的考え方や「家族の知る権利」を満たすという立法趣旨

を踏まえ、以下のとおりの方法とすることが適当である。 
（１）回答対象情報 
国民保護法施行令第２３条に基づき、以下の情報を収集し、回答の対象とす

る。 
① 氏名 
② 出生の年月日 
③ 男女の別 
④ 住所 
⑤ 国籍 
⑥ 個人を識別するための情報（①から⑤のいずれかが不明である場合におい

て、当該情報に代えて個人を識別することのできるもの） 
⑦ 避難住民の該当性の有無 
⑧ 負傷や疾病の有無 
⑨ 死亡の有無 
⑩ 負傷や疾病の状況 
⑪ 死亡の日時、場所及び状況 
⑫ 現在の居所（遺体の所在を含む） 
⑬ 連絡先その他必要情報 

 
（２）照会方法 

照会者は照会に際しては、回答に当たって必要となる以下の情報を照会様

式等に記入し、行政側に提供するものとする。なお、これらの照会様式につ

いては、一定期間保存する必要があり、個人情報として、条例に基づいた管

理が必要である。 
○ 国民保護法施行令第２６条第１項に規定する「照会に係る者を特定するた

めに必要な事項」として、被照会者の氏名等。 
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○ 下記（３）以外の照会を行う際は、本人確認を実施するため、窓口確認の

場合は、住所、氏名及び身分証明書を提示することとし、電話等の場合は、

照会者の本人確認に必要となる照会者自身の住所、氏名、性別及び生年月

日（以下「４情報」という）を提示することとする。なお、法人その他の

団体からの照会の場合は、当該照会者自身の本人確認に必要な情報に加え、

同項に基づき、「その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地」も明

らかにすることとする。 
 
（３）行政保有情報の有無 
○ 個人情報保護に配慮しつつ、国民の利便性を増し、２４時間の対応を可能

とする観点から、国民保護法に基づく安否情報事務により収集・整理され

た全国統一の情報について、当該行政側が保有する情報であるか否かの点

についてのみ、インターネットにより国民の誰もが名前等の個人が特定さ

れる情報で検索できるシステムを構築する。（別添参照） 
○ この場合、当該被照会者が下記（５）において、親族も含めて一切の照会

に対しての回答を希望しない場合においては、当該検索の対象外として、

行政が保有しない情報として回答し、検索画面において、そのようなケー

スも含まれ得る旨注意書きを付記するのが適当である。 
○ 当該システムは、大量のアクセスにも耐え得るスペックとなるよう、訓練

等も踏まえ、柔軟にシステム内容を改善していくこととする。 
○ 行政保有情報に該当する場合、当該照会者は下記の方法により直接地方公

共団体等に照会を行うこととなるが、非該当の場合は、照会件数が抑制さ

れ、業務量の軽減が期待される。 
 
（４）照会者の本人確認 

個人情報保護に十分留意する観点から、下記の照会については、照会者の

本人確認を実施することとする。なお、法人等による照会の場合に当っても、

迅速な確認を可能とするため、当該法人等の確認ではなく、法人等の構成員

として照会する者自身の本人確認を行えば足りることとする。 
ア 窓口確認 
○ 最も確実かつ迅速な本人確認が実施できることから、原則的な照会方式に

位置付ける。 
○ 照会者は、消防庁や全国の都道府県及び市町村の窓口において照会するこ

とができることとし、照会の際、運転免許証、住民基本台帳カード等の身

分証明書を原則として提示し、本人確認を実施することとする。 
 
 イ 電話確認等 
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○ 電話、ＦＡＸ、Ｅ-mail 等（以下「電話等）という）での照会の場合は、

照会者の４情報を聴取し、当該４情報について住所地所在市町村に役場よ

り問い合わせ確認すること等により本人確認を行い、照会者に対して折り

返し電話等により回答を行う。 
○ この場合、住民や行政側の事務負担の軽減を図るため、電話等による照会

は、極力、住所地所在市町村に直接行うことにより、４情報の確認を簡素

化することとし、その旨住民に周知を図ることが望ましい。 
○ また、住所地所在市町村が問い合わせ市町村に対し当該４情報の合致の有

無を答えることについては、当該事務は国民保護法第９５条第１項の回答

事務に不可欠であるため、行政機関個人情報保護法第８条第２項第３号や

同様の個人情報保護条例規定の「法令の定める事務又は業務の遂行に必要」

であり、「当該個人情報を利用することについて相当な理由」があると認め

られることから、法令上差し支えはないと考えられる。なお、運用の統一

を図るため、確認的に、その旨省令上規定を設けることが適当である。 
○ この場合、上記アに比して、確認時間を若干要することから、早期確認が

必要な場合はなるべくアの方法を取るよう予め国民に周知しておく。 
○ この方法を準用することにより、在外邦人からの安否照会に対しても、最

終住所地における本人確認により、回答が可能となる。 
○ なお、迅速な回答、住所地所在市町村の負担の軽減等の観点から、当該本

人確認について、住民基本台帳ネットワークによる確認を可能とすること

も今後検討していくべきである。 
 
 ウ その他 
○ 将来的には、国民の利便性及び行政側の事務量軽減の観点から、住民基本

台帳カード及び公的個人認証サービスを利用したインターネットでの申請

により、自動的に本人確認が実施でき、照会内容が条件を満たせば、自動

的に回答がなされるシステムも検討していくべきである。 
 
（５）本人の同意・不同意 

「家族の知る権利を満たすため」という立法趣旨や個人情報保護を踏まえ、

以下の基準により回答を行う。 
○ 照会者が被照会者の親族、同居者及び知人（友人や職場関係者を含む）（以

下「親族・同居者・知人」という）である場合、被照会者が積極的に不同

意を示している場合を除き、原則として回答を行うこととする。情報収集

様式には、不同意を希望するかを問う項目を設ける。この場合、被照会者

が死者、意識不明者、幼児等である場合、意思確認をする業務上の余裕が

ない場合、記入漏れの場合等においては、積極的な不同意の意思表示がな
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いこと、公益上の必要性等を踏まえ、原則どおり回答を行うこととする。 
その際、親族・同居者の場合は、上記（１）①～⑬の全情報について回

答することとするが、知人の場合は、原則として、（１）①⑦⑧⑨のみに

ついて回答することとする。 
○ 照会者が親族・同居者・知人以外である場合、原則として、被照会者（被

照会者が死者の場合は、遺族（できる限り被照会者に直近する親族とする））

が回答に同意する場合において、上記（１）①～⑬のうち回答の同意があ

る項目について、回答を行うこととする。この場合、同意及び不同意の確

認が取れない意識不明者等の場合について「公益上特に必要があると認め

られるとき」として例外的に回答できるかどうかの判断については、その

判断基準やニーズ等を踏まえれば、下記９（１）の公表の可否の判断に合

わせることが適当と考えられる。従って、当該例外的な回答を実施でき得

る主体は、下記９（３）のとおり、公表主体たり得る当該情報を収集した

地方公共団体とし、他の情報共有団体は上記のとおり、同意・不同意のみ

を基準として回答することとする。 
 
（６）親族・同居者・知人であることの確認 
○ 照会者は被照会者を特定するための氏名等の情報を承知していること、照

会者の本人確認は実施していること、業務の実効性を確保する必要がある

こと等から、親族・同居者・知人であることの確認は、書面により形式的

に実施し、戸籍等による実質的な確認は原則として行わない。 
○ 書面確認においては、家族、同居者、友人、会社同僚等の申請理由に応じ

て、姓の相違、住所地の相違、年齢の大幅乖離等の書面上の齟齬をチェッ

クし、真実性につき疑義を生ぜしめる特段の事情がある場合等は、請求者

に対し口頭で質問等を行う。 
○ なお、本事務における「知人」とは、「被災者と互いに知り合うなどの関係

がある者であって、その関係から見て、社会通念上、当該被災者の安否情

報を必要とすることが相当と考えられる者」と定義する。具体的には、友

人、職場関係者、近所の者及びこれらに類する者を指すこととする。 
 
（７）その他留意点 
○ 回答に当たっては、いつ現在の情報であるかを明示して回答することとす

る。 
○ また、照会者の情報、回答した安否情報の内容等について、できる限りそ

の回答状況を記録しておくこととする。 
 
６ 外国人等に係る回答 
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○ ジュネーヴ条約の規定を踏まえ、国民保護法第９６条において、外国人（日

本の国籍を有しない者）が被災者である場合の照会に対する回答を日本赤

十字社に義務づけている。その際、回答の基礎となる安否情報は消防庁等

が保有する同一の情報のうち、外国人に関する部分を共有することとなっ

ている。従って、安否情報システムの情報共有については、国籍が日本人

以外の者については、日本赤十字社も共有できるシステムとし、それらの

者は日本赤十字社が回答することとする。 
○ この場合、回答基準については、同法第９６条第３項に基づき、個人情報

の保護に十分留意することが必要であるため、国及び地方公共団体におけ

る回答方法や基準を踏まえて実施すべきである。 
○ 同法第９６条の規定は、地方公共団体が外国人に関する照会に対し回答す

ることを妨げるものではないことから、外国人の利便性も考慮し、日本赤

十字社を補完する観点から、各地方公共団体の判断により、外国人に関す

る照会があった場合に回答することは差し支えないと考えられる。 
○ 国内の外国人が日本人の被災者について照会する場合は、日本人からの照

会と同様、原則として窓口において、身分証明書により本人確認を実施し

た上で回答する。 
○ 在外邦人が日本人の被災者について照会する場合は、迅速性や実効性の観

点から、原則として、上記５（４）イにより照会及び回答することが適当

である。 
 
７ 人員不足の補完方策 
  以下の様々な手法を講ずることにより、人員不足をできる限り解消し、安

否情報事務の実効性を高めることが極めて重要である。 
（１）応援要請等 

安否情報という個人情報の事務に当たっては、法律上守秘義務が課せられ

た公務員による対応が必要な場合も多く想定されるため、以下の手法を活用

し、早急に公務員の派遣を求めるべきである。 
○ 国民保護法第１７条及び第１８条に規定する都道府県や市町村への応援要

請とその協力義務。 
○ 地方公共団体間の既存の災害時の応援協定を武力攻撃事態等にも拡充。 
○ 非常勤公務員も事態時に招集。 

（２）システムの充実及び積極的活用 
○ 安否情報システムの充実（上記４（１）） 
○ 本人確認における住基台帳ネットワークの活用（上記５（４）イ） 
○ 公的個人認証サービスによる照会時の自動検索（上記５（４）ウ） 

（３）全地方公共団体による回答（上記４（１）及び（５）） 
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（４）企業派遣社員の活用（上記４（２）） 
○ 入力時のみならず、回答時においても、差し支えない範囲でできる限り、

守秘義務を締結した上で企業派遣社員等も活用すべきである。その際、窓

口や電話での受付や回答文書の交付等の業務は差し支えないと考えられる。

また、照会者の本人確認、４情報の問い合わせ、被照会者の画面検索等に

ついては、個々の地方公共団体が個人情報保護条例や個人情報セキュリテ

ィ・ポリシー、災害混乱時の必要性等に照らし、判断することとなる。 
（５）避難住民のボランティアによる協力を活用（上記４（３）） 
（６）国の回答体制の充実 
○ 国も安否情報の回答主体（国民保護法第９５条）であることから、消防庁

内においても、非常時の体制を増強し、できる限りの照会に回答ができる

ようにすることが必要である。 
○ また、同時に、安否情報の回答システムを増強すること等により、自動的

に対応できる範囲を拡充することも必要である。 
 
８ 業務内容の周知徹底等 
○ 今回の安否情報事務は国や全国の地方公共団体職員の協力を得つつ実施す

るため、迅速性や実効性を期すため、その業務内容の周知等を図ることが

極めて重要である。 
○ このため、消防庁においては、具体的な安否情報の運用マニュアルを作成

するとともに、国及び地方公共団体職員等に対し積極的に研修会等におい

て内容の周知を図ることが必要である。また、各地方公共団体においても

同様に職員等に周知を図ることが必要である。さらに、国及び地方公共団

体は、共同訓練や単独訓練等において安否情報事務も実施し、その定着を

図る必要がある。 
   
９ 対外的公表 
（１）国民保護法の制度 
○ 国民保護法の安否情報の回答事務に基づき収集した情報について、報道機

関やインターネット等を通じて「公表」を行うかどうかについては、同法

９５条が行政機関個人情報保護法第８条第１項や個人情報保護条例に規定

する「法令に基づく場合を除き」に当たらないと解釈されるため、別途、

個人情報保護法や条例上可能であるかの解釈が国や各地方公共団体毎に個

別に必要となる。 
○ この場合、関連規定の規定ぶりは、本人の同意を要件とする場合を除き、

条例ごとに異なること、解釈基準も地方公共団体ごとに異なるため、公表

するか否かについては、基本的には各公表主体の判断となる。 
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○ なお、情報公開法や情報公開条例との関係については、不開示情報を規定

した同法第５条第１号の「個人に関する情報であって、当該情報に含まれ

る氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができ

るもの」に該当するが、その例外事項を規定した同号ロ「人の生命、健康、

生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情

報」等に該当するか個別具体的な検討が必要となる。 
○ また、被災者が公表を希望する場合は、個人情報保護法や条例に基づき、

同法第８条第２項第１号「本人の同意があるとき」や条例の類似規定を根

拠に、公表を行うこととし、別添１の情報収集様式には、当該安否情報の

公表希望の有無を設ける。この場合、当該情報は報道提供するほか、消防

庁や各地方公共団体のホームページに掲載するなど、国民が入手しやすい

よう、様々なメディアを通じて提供する。 
 
（２）統一的運用の検討 
○ 安否情報の回答は全国統一情報に基づき全団体の協力の下に実施するもの

であるため、本人の同意がない場合における公表の可否についても、各地

方公共団体等において、できる限り統一的な運用が図られることが望まし

い。 
○ この場合の公表の判断については、武力攻撃事態等のみではなく、自然災

害や事故時等における公表の判断と基本的には整合的に行う必要があると

考えられる。 
○ 本検討会の検討対象は国民保護法に基づく安否情報の回答事務であるため、

公表のあり方については検討対象ではないが、今後、関係省庁が中心とな

って、地方公共団体も含め、自然災害時等も合わせた統一的な運用が図ら

れるような方策の検討がなされることが期待される。 
○ その際、武力攻撃事態等の安否情報事務は、今回構築したシステムにより、

家族等に漏れなく安否情報の回答を行うことが制度の趣旨であるが、例え

ば、極めて大規模な武力攻撃災害が発生し、今回の前提とした既存システ

ムが機能せず、当該制度趣旨が果たされなくなっている事態等においては、

氏名、年齢及び市町村名のみの必要最小限度の情報を公表することにより、

家族等への情報提供を図る公益上の必要性が高い場合が多いと考えられる。

○ また、「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガ

イドライン（平成１６年１２月２４日 厚生労働省）」や同ガイドラインに

関するＱ＆Ａ（事例集）（１７年５月２０日改訂版）も踏まえれば、意識不

明で身元の確認できない患者で、当該安否情報を公表することにより、家

族等がより早く患者を捜しあてることが可能になると判断できる場合にお

いても同様の解釈を取る必要性が高いと考えられる。 
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○ なお、今回の国民保護法に基づく安否情報の回答事務については、あくま

で、警察、病院、民間サービス等による従来の情報提供・公表に加えて、

「家族の知る権利」という立法趣旨を満たすための＋αの措置であること

から、従来の情報提供の仕組みに制限を加えるものではないことに留意す

ることが必要である。 
 
（３）公表主体 
○ 公表主体については、情報を保有する主体が判断し、公表を実施すること

となるため、安否情報システムによる情報共有を実施しない場合は、各情

報収集団体のみが公表が可能であった。一方、安否情報システムにより情

報共有する場合は、全地方公共団体が同一情報の共有主体となるため、同

時に公表主体ともなり得ることを意味する。しかしながら、そもそも、当

該情報共有の方式は、国民保護法に基づく安否情報の回答事務を円滑に実

施するための方策であることから、安否情報システムにより共有した他団

体の収集情報については、原則として公表することができないこととし、

従前どおり、情報収集団体において判断することとするのが適当である。

なお、収集主体の判断は、安否情報システムの各地方公共団体の専用領域

内に入力された情報は当該団体が収集した情報と考えることとする。 
○ ただし、国が地方公共団体からの報告により収集した情報や、都道府県が

管内の市町村からの報告により収集した情報については、国やそれぞれの

都道府県が当該収集情報について公表主体となり得る。 
 
１０ 自然災害や事故等への活用 
（１）システムの活用 
○ 地方公共団体へのアンケート調査等においては、安否情報システムの自然

災害や事故時における活用を希望する声が数多くあった。この点について

は、地方公共団体の個人情報保護条例のオンライン結合制限規定上の検討

が必要となる。  
○ 同規定は、近年の電子自治体やＩＴ化の推進を踏まえ、多くの地方公共団

体において改正がなされ、「法令等に定めがある場合」や「個人情報審議会

の意見を聴」くこと等により、セキュリティ対策を十分講じた上で、結合

を可能とする例が大半となっている。 
○ 本システムはこの点がクリアーされるよう万全のセキュリティ対策を講じ

ることとしている。また、消防庁内のサーバーについては、各地方公共団

体の専用領域内の情報は当該団体のみがアクセス権限を有し、報告キーを

押さない限り、他の団体が共有することはできない。さらに、当該情報に

ついては、災害後の一定期間のみ情報共有を可能とすることとしており、
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恒常的な情報共有は予定していない。従って、これらを前提とすれば、各

地方公共団体の条例解釈となるものの、基本的には本システムを自然災害

や事故等に活用することは差し支えないものと考えられる。また、災害時

の必要性や地方財政の状況等も踏まえれば、そのような活用方策も十分検

討される必要がある。 
 
（２）情報共有方式の活用 
○ 自然災害時等において、安否情報システムの活用により、他の地方公共団

体と情報を共有し、それらの団体にも回答を行わせることについては、事

務を実施する根拠を検討することが必要となる。 
○ 武力攻撃事態等は国民保護法が事務の根拠規定となるが、自然災害時等に

おいては法律の直接的な事務の根拠規定が存在しない。従って、別途、災

害時応援協定等のように、知事会や市長会、町村会等を通じて、全地方公

共団体間で当該事務の協力を規定する応援協定等を締結する方策等を講じ

ることが必要になると考えられる。 
○ 上述のとおり、本システム上は、全都道府県及び市町村が消防庁サーバー

にそれぞれ独自領域を有し、報告キーを押さない限り、当該市町村内のク

ローズドなシステムとして活用が可能であるほか、さらに、都道府県にお

いても、都道府県が報告キーを押さない限り、当該都道府県と管内市町村

のみが情報を共有し、運用することが可能である。この特性を活用し、特

定の都道府県内に被災地が収まっているような場合においては、情報共有

方式についても、全国の間で情報共有せず、当該都道府県内の地方公共団

体間で情報共有及び回答する方式を取る方策も有効と考えられる。 
○ この場合、自然災害時等においても、地方公共団体の長は、災害対策基本

法第５１条に「地方公共団体の長は、災害に関する情報の収集及び伝達に

努めなければならない」とされ、この情報には安否情報も含まれると解さ

れているため、防災基本計画（（震災対策編）第１０節等）、地域防災計画

等に基づき、安否情報の収集及び提供を行う必要がある。従って、地方公

共団体において、当該事務の適切な遂行のため、情報共有方式が必要と判

断する場合、上記５（４）イと同様、行政機関個人情報保護法第８条第２

項第３号や同様の個人情報保護条例規定に基づき、情報共有すること及び

４情報を市町村間で確認することが可能と考えられる。 
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 別 添 １  

安否情報収集様式（避難住民・負傷住民） 

                           記入日時（    年  月  日  時  分） 

① 氏名  

② フリガナ  

③ 出生の年月日  年     月     日 

④ 男女の別 男       女 

⑤ 住所（郵便番号を含む。）  

⑥ 国籍 日本   その他（    ） 

⑦ その他個人を識別する情報  

⑧ 負傷（疾病）の該当 負傷        非該当 

⑨ 負傷又は疾病の状況  

⑩ 現在の居所  

⑪ 連絡先その他必要情報  

⑫ 親族・同居者からの照会があれば、①～⑪を回答する予定

ですが、回答を希望しない場合は、○で囲んで下さい。 

回答を希望しない 

⑬ 知人からの照会があれば①⑦⑧を回答する予定ですが、回

答を希望しない場合は○を囲んで下さい。 

回答を希望しない 

⑭ ①～⑪を親族・同居者・知人以外の者からの照会に対する

回答又は公表することについて、同意するかどうか○で囲ん

で下さい。 

同意する 

 

同意しない 

備考 

(注 1) 本収集は国民保護法第 94 条第１項の規定に基づき実施するものであり、個人情報の保護に十分留意しつつ、上記⑫～⑭の

意向に沿って同法第95条第１項の規定に基づく安否情報の照会に対する回答に利用します。また、国民保護法上の救援（物

資、医療の提供等）や避難残留者の確認事務のため、行政内部で利用することがあります。さらに、記入情報の収集、パソコ

ンの入力、回答等の際に企業や個人に業務委託する場合があります。 

(注2) 親族・同居者・知人であるかの確認は、申請書面により形式的審査を行います。また、知人とは、友人、職場関係者、近所

の者及びこれらに類する者を指します。 

(注3) 「③出生年月日」欄は元号表記により記入願います。 

(注4) 回答情報の限定を希望する場合は備考欄に記入願います。 
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 別 添 ２  

安否情報収集様式（死亡住民） 

              記入日時（    年  月  日  時  分） 

① 氏名                 

② フリガナ  

③ 出生の年月日            年   月   日   

④ 男女の別 男      女 

⑤ 住所（郵便番号を含む。）     

⑥ 国籍 日本   その他（     ） 

⑦ その他個人を識別するための情報  

⑧ 死亡の日時、場所及び状況  

⑨ 遺体が安置されている場所  

⑩ 連絡先その他必要情報  

⑪ ①～⑩を親族・同居者・知人以外の者からの

照会に対し回答することへの同意 

同意する 

同意しない 

備考 

(注 1)本収集は国民保護法第 94 条第１項の規定に基づき実施するものであり、親族・知人については、個人情報の保護に十分留意

しつつ、原則として親族・同居者・知人からの照会があれば回答するとともに、上記⑪の意向に沿って同法95 条第１項の規

定に基づく安否情報の照会に対する回答に利用します。また、国民保護法上の救援（物資、医療の提供等）や避難残留者の確

認事務のため、行政内部で利用することがあります。さらに、記入情報の収集、パソコンの入力、回答等の際に企業や個人に

業務委託する場合があります。 

(注2)親族・同居者・知人であるかの確認は申請書面により形式的審査を行います。また、知人とは、友人、職場関係者、近所の者

及びこれらに類する者を指します。 

(注3)「③出生の年月日」欄は元号表記により記入願います。 

(注4)回答情報の限定を希望する場合は備考欄に記入願います。 

 

⑪の同意回答者名             連絡先  

同意回答者住所   続 柄  

 

(注5）⑪の回答者は、配偶者又は直近の直系親族を原則とします。 



安否情報システム（仮称）の構成 （イメージ）

市町村
消防庁

収集（入力）端末

報告

各市町村
ごとのデータ

メール、ＦＡＸ

各都道府県
ごとのデータ

全国データ

消防庁サーバ
報告

整理・報告端末
収集（入力）端末

都道府県

提供（照会・回答）端末

・消防庁に唯一
のサーバを設置

・報告処理による
データの共有
※未報告データは
共有（アクセス）出
来ない

・担当者の職務権限に応じた端末
の運用
※個人認証（ＩＤ・ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ）による識
別で、アクセスや端末機能を制限

・既存パソコンの
利用

・仮想専用回
線化したイン
ターネット
（VPN）の利用

等病院

避難所

整理・報告端末
収集（入力）端末

提供（照会・回答）端末
整理端末

提供（照会・回答）端末

等
警察

収集（入力）端末

メール、ＦＡＸ

2
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安否情報システムのセキュリティ （イメージ）

消防庁

ＡＰサーバ

ＤＢサーバ

都道府県

市町村

インターネット

避難所 等

ア
ン
チ
ウ
ィ
ル
ス

ﾌｧｲﾔｳｫｰﾙ

（ＦＷ）

ゲートウェイサーバ

進入検知

システム（ＩＤＳ）

ルータ

ＶＰＮ

（仮想専用回線）

個人認証
（ＩＤ・ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ）

： セキュリティ装置、又は機能

（記 号）

ウィルスの除去

ネットワークへ
の侵入監視

ネットワークへ
の侵入防御

インターネット内で
のデータ改ざん等

の防止

データ漏洩等
の防止

2
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個人認証
（ＩＤ・ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ）

個人認証
（ＩＤ・ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ）



派遣社員による安否情報の入力支援方策

総務省（消防庁）
市町村 都道府県

（第１６８条第１項）

入力端末

・収集した安否情報の山積

・入力担当者の不足

①派遣会社と派遣内容の
事前調整・枠組み作成

④国よる費用の負担

③登録派遣社員の被災地派遣・安否情報としてのデータ化の必要

課題
○各社派遣イメージ

・入力業務

・１２時間以内到着

・１０数人～１００人

・守秘義務 等

派遣

人材派遣会社
派遣社員

※平時より
調整

方 策

②派遣会社へ
の要請（契約）

入力端末

2
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国民向けインターネット検索システム （イメージ案）

行政保有情報の検索画面

①氏名の入力

「漢字」、「カタカナ」 又は 「アルファベット」 を入力して下さい。

１ 被照会者の氏名

（捜したい人の氏名）
消防 太郎

２ 行政保有情報の有無

②検索の実行

有レ
最寄りの市町村又は都道府県の窓口
でさらに確認が出来ます。

無

○ 役場の安否情報窓口

▲

一覧

▲

English

※窓口で、迅速に、さらに確認が出来ます（身分証明書
（運転免許証等）を持参下さい）。

※電話による照会もできますが、回線が混在してつなが
らない場合もあります。また、電話の場合、確認手続き
に時間を要します。

○ 民間の安否情報サービス

▲

一覧
※民間サービスに登録されている可能性があります。

③検索結果の表示

（行政側が収集した情報（避
難所の収容者、病院の負傷
者又は死者）に該当するか）

※本人の希望により該当無となる
場合があります。

2
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